
21 
 

第４章 施策の体系 

 
本マスタープランにおいては、基本理念、目標を踏まえ、次のような施策・事業を

展開していきます。 
 

基本理念 プランの目標 施　　　策 主要な事業

　(1)学校体育施設の活用

　(2)スポーツ機会の創出

　(1)保健体育授業等の充実

　(2)児童生徒の健康診断・体力測定の実施

　(3)運動部活動等の充実

　(1)健康教室・相談窓口の実施

　(2)市民の健康診断・体力測定の充実

　(1)各種スポーツ教室の開催

　(2)各種スポーツ大会の開催

　(3)スポーツ団体の活動支援

　(1)スポーツイベントの誘致・開催

　(2)平成26年度全国高等学校総合体育大会の競技種目誘致・開催

　３.情報提供システムの充実 　(1)スポーツ情報システムの充実

　(1)自然とふれあえる場の提供

　(2)サイクリング・ウォーキング・ジョギングコース等の整備

　(1)総合型地域スポーツクラブの設立・育成

　(2)スポーツ施設の適正管理

　(3)コミュニケーション機会の提供

　２.国際スポーツ交流の促進 　(1)国際スポーツ交流

　(1)温水プールの整備

　(2)（仮称）畑ヶ田多目的スポーツ広場の整備

　(3)スポーツ・レクリエーション施設の整備

　(4)スポーツ行政の充実・連携

　２.指導者の養成・確保 　(1)スポーツ指導者の登録・育成

　(1)優秀選手、指導者等の顕彰

　(2)競技力の向上

　１.スポーツ拠点施設の整備・充実

　１.スポーツを通じたコミュニティ
　　活動の促進

　２.スポーツを観戦する機会の確保

　スポーツで
　楽しもう

～スポーツを
　 楽しむ場の
　　　　　醸成～

ス
ポ
ー
ツ
で
　
　
い
き
い
き
健
康
　
　
ま
ち
づ
く
り

　１.きっかけづくりと実践の場の確保

　３.健康づくりについて学ぶ環境の充実

　スポーツで
　健康になろう

～スポーツを
　おこなう機会
　　　 の創出～

　スポーツで
　ふれあおう

～スポーツを
　通じた交流
　　　 の促進～

　スポーツで
　まちを築こう

～スポーツ
　活動の基盤
　　　 の充実～

　１.個に応じたスポーツ環境の充実

　２.学校体育の充実

　４.自然体験型スポーツの推進

　３.スポーツによる表彰制度の確保
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第１節 スポーツで健康になろう 

     ～スポーツをおこなう機会の創出～ 

 
市民の大半が、スポーツによる健康・体力づくりを進めたいと思っていることから、

健康・体力に関する正しい知識を学び、日々の暮らしの中で日常的に健康づくり活動

に取り組めるようにすることが重要になっています。本市では、そのような市民のニ

ーズに応え、各種健康教室や市民に対する健康診断などを行い、健康づくりを推進す

る環境を整えています。 
また、幼少期や学校での体育活動を充実させることで、児童・生徒の体力の向上を

図るだけでなく、子どもの頃からスポーツに親しみ、生涯にわたってスポーツを楽し

むことのできる環境をつくることを目指しています。 
更に、誰もが取り組みやすい種目の研究・普及と効率的な事業運営に努めながら、

スポーツを通した健康の維持、増進が行われる環境を整え、幅広い世代や立場の市民

の健康づくりを進めていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  【施策体系】 

１．スポーツで健康になろう 

～スポーツをおこなう 
機会の創出～ 

学校体育の充実

健康づくりについて学ぶ環境の充実 

個に応じたスポーツ環境の充実

放課後子ども教室
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小学校のプール開放

成田市フォークダンス祭

１. 個に応じたスポーツ環境の充実 

個人や家庭にはさまざまな価値観やライフスタイルがあり、スポーツの実践にあた

っては、それぞれの事情に応じた多様な支援が必要とされています。一人ひとりの個

性や特質、幅広い世代や立場にあったスポーツ環境の充実を図ります。 
 
 
 

(1) 学校体育施設の活用 

 学校体育施設・プール開放を行い、身近な場所でスポーツができる環境を、引き続

き提供します。また、統廃合により利用されなくなる学校体育施設の有効活用方法の

研究や、より効率的な管理運営についての検討を行います。 
 
 
 

(2) スポーツ機会の創出 

 障がいのあるなしや年齢・性別にこだわらず、幅広い市民が参加することのできる

種目の普及、スポーツする機会の創出に努めます。 
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学校体育施設の利用状況
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２. 学校体育の充実 

子どもたちの体格は向上しているものの、体力は低下する傾向が続いています。学

校体育を通して、体力向上だけでなく、仲間づくりやスポーツをする楽しさを学び、

心身の成長を育む実践の場の充実を図ります。 
 
 
 
 

(1) 保健体育授業等の充実 

 心と体を一体として捉え、生涯にわたって運動に親しむ資質・能力を育て、体力向

上を図ることを定めた新学習指導要領に基づき、児童生徒の健康保持増進などを図り

ます。 
また、我が国固有の文化であり、礼儀作法を尊重した運動を行うことのできる武道

の充実に努めます。 
 
 
 
 

(2) 児童生徒の健康診断・体力測定の実施 

   基礎的な体力・運動能力を調査するため、児童・生徒の健康診断・体力測定を引き

続き実施します。 
 
 
 
 

(3) 運動部活動等の充実 

   児童・生徒の健康・体力増進に向けて、指導者の資質向上や運動部活動の充実を図

るため、講習会の実施や専門的な知識・技能を持った外部指導者・機関の活用を図る

ため、市体育協会などと積極的に協力・連携を進めます。 
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市民の健康診断

３. 健康づくりについて学ぶ環境の充実 

市民の大多数が、スポーツによる健康・体力づくりを進めたいと思っていることか

ら、健康に関する正しい知識を習得し、日々の暮らしに活用することが重要になって

います。健康づくりについて学ぶ環境を充実し、市民が日常的に健康づくりの活動に

取り組めるよう努めます。 
 
 
 

(1) 健康教室・相談窓口の実施 

 健康教室の実施や、健康増進のためのアドバイスを行う相談窓口を開設し、市民の

健康・体力づくり活動を、引き続き支援します。 
 
 
 

(2) 市民の健康診断・体力測定の充実 

   市民に対する健康診断や体力測定を充実し、自己の体力の現状を認識し、今後の健

康・体力づくり活動につながるよう努めます。 
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第２節 スポーツで楽しもう 

      ～スポーツを楽しむ場の醸 成
じょうせい

～ 

 
 

スポーツを行い、スポーツを楽しむことは、人生をより豊かにし、充実したものに

します。そのために、本市では市民が自発的にスポーツに取り組むことができるよう

にするため、さまざまなスポーツ大会・教室を各種団体と連携・協力しながら開催し

ており、スポーツを楽しむ場の醸成に努めています。 
また、スポーツには、自分が行うだけでなく、競技を観戦する楽しみ方もあります。

観戦機会や各種イベントに関する情報発信の頻度を拡充することで、更に多くの人々

にスポーツを楽しむ機会を提供していきます。 
   更に、本市の地理的特性などを活用し、自然とふれあう事業にも取り組みます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  【施策体系】

２．スポーツで楽しもう 

～スポーツを楽しむ 
場の醸成～ 情報提供システムの充実

きっかけづくりと実践の場の確保

スポーツを観戦する機会の確

自然体験型スポーツの推進

プロ野球イースタンリーグ公式戦（成田スカイシリーズ）
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小学生相撲大会

１. きっかけづくりと実践の場の確保 

各種競技大会やスポーツ教室などの開催は、スポーツを行う人にとっては実践の場

となり、見る人にとっては、新たにスポーツを始めるきっかけになります。また、ス

ポーツ団体の育成は、スポーツ活動全体の底上げや身体を動かす機会の確保にもつな

がるため、積極的に推進していきます。 
 
 

(1) 各種スポーツ教室の開催 

 これからスポーツを始める市民のきっかけづくりにもなり、多様な市民の要望に対

応できるような各種スポーツ教室を、関係団体の協力を得ながら開催します。 
 
 

(2) 各種スポーツ大会の開催 

   市民の身近な場所で開催されるスポーツ大会を支援することや、行政自ら主催する

ことで、市民が取り組むきっかけづくりや、成果が発揮できる場となるように努めま

す。 
 
 

(3) スポーツ団体の活動支援 

 スポーツや健康づくりに関する市内の体育団体の活動に対して支援を行うことに

より、誰もが身近な場所で、身体を容易に動かすことのできる機会を確保します。 
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平成２２年度スポーツ教室 

 
 

種   目 日    時 会  場 対    象 

剣 道 
火･金曜日 午後６時～８時３０分 

日曜日   午前９時～正午 

中台運動公園体育館 

剣道場 

小学生以上の市民 

（日曜日は小学生

のみ） 

柔   道 
火･土曜日 

午後５時３０分～８時００分 

中台運動公園体育館 

 柔道場 
小学生 

合 気 道 
水･金曜日 午後６時３０分～８時 

日曜日 午後２時～３時３０分 

中台運動公園体育館 

 柔道場 

市内在住・在勤 

小学４年生以上 

弓 道 

火曜日 午後５時～９時 

水曜日 午前９時～正午 

水曜日 午後５時～９時 

土曜日 午後５時～９時 

中台運動公園体育館 

 弓道場 

市内在住・在勤の高

校生以上 

相 撲 日曜日 午前９時～正午 中台運動公園 相撲場 小・中学生 

空 手 道 

日曜日 午後３時～５時 
中台運動公園体育館  

剣道場 

小学生以上 

水曜日 午後７時～９時 

中台運動公園体育館 

 柔道場 

印東体育館 

な ぎ な た 日曜日 午後１時～３時 
中台運動公園体育館 

 剣道場 
小学生以上 

居 合 道 土曜日 午後６時～９時 
中台運動公園体育館 

 剣道場 
成人 

空 道 土曜日 午前１０時～正午 
中台運動公園体育館 

 柔道場 
小学生以上 

ラ グ ビ ー 日曜日 午前９時より 加良部小学校 ３才～中学３年生 

卓 球 

日曜日 午後２時～５時 
新山小学校 

市内中学生以上 

水曜日 午後７時～９時 

市内小学生以上 土曜日 午後４時～６時 吾妻小学校 

日曜日（第１･３）午後２時～５時 加良部小学校 
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平成１７年度の全国高等学校総合体育大会（卓球競技）

２. スポーツを観戦する機会の確保 

多くの市民が、身近な場所でトップレベルのスポーツ大会を観て、楽しむことは、

スポーツに関する興味・関心を深めることにつながります。そのような、生のスポー

ツを直接観戦できる機会を確保し、多くの市民がスポーツに親しみ、感動できるシー

ンが提供できるよう努めます。 
 
 
 
 

(1) スポーツイベントの誘致・開催 

 市内において、大規模スポーツやメジャースポーツに限ることなく、レベルの高い

スポーツイベントの誘致・開催に努め、多くの市民が身近な場所でトップレベルの競

技やゲームを観戦できる機会を確保します。 
 
 
 
 

(2) 平成 26 年度全国高等学校総合体育大会の競技種目誘致・開催 
 平成 26 年度に、全国高等学校総合体育大会（インターハイ）が、南関東ブロック

（千葉県・東京都・神奈川県・山梨県）で開催されます。本市の持つメリットなどを

ＰＲし、千葉県開催競技種目の誘致・開催に努めます。 
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各種競技大会誘致事業実績（5 年分） 

 
  

年度 大 会 名 会  場 

17 

全国高等学校総合体育大会（柔道・ソフトボール・卓球） 中台運動公園 体育館ほか 

全国中学生Ｋボール選抜野球大会 

大谷津運動公園 野球場ほ

か 

千葉県小学生相撲選手権大会 中台運動公園 相撲場 

千葉県レディース親善年齢別ダブルス卓球大会 中台運動公園 体育館 

18 

バスケットボール日本リーグ成田大会 中台運動公園 体育館 

千葉県小学生相撲選手権大会 中台運動公園 相撲場 

千葉県レディース親善年齢別ダブルス卓球大会 中台運動公園 体育館 

19 

バスケットボール日本リーグ成田大会 中台運動公園 体育館 

国際親善サッカー大会 中台運動公園 陸上競技場 

千葉県小学生相撲選手権大会 中台運動公園 相撲場 

千葉県レディース親善年齢別ダブルス卓球大会 中台運動公園 体育館 

20 
プロ野球イースタンリーグ公式戦 大谷津運動公園 野球場 

バスケットボール日本リーグ成田大会 中台運動公園 体育館 

21 
プロ野球イースタンリーグ公式戦 大谷津運動公園 野球場 

千葉県小学生相撲選手権大会 中台運動公園 相撲場 
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３. 情報提供システムの充実 

市民がスポーツに携わるにあたっては、どのような場所で、どんなスポーツが行わ

れているか、また、どこの施設に空きがあるかなど、さまざまな情報が必要となりま

す。市民が効率良くスポーツ活動に取り組めるような、情報提供システムを充実させ

ていきます。 
 
 

(1) スポーツ情報システムの充実 

 インターネットなどを通じて、市内の公共スポーツ施設の利用状況や予約入力、開

催事業などの情報を取得することのできるシステムを充実させます。 
また、市ホームページや市民活動支援サイト、広報などを活用することにより、積

極的にスポーツに関する情報発信に努めます。 
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ノルディックウォーキング

４. 自然体験型スポーツの推進 

本市は里山や川など豊かな自然が数多く残されています。また、合併により、Ｂ＆

Ｇ海洋センターが所在することになったことから、それらの施設や自然を有効活用し

ながら自然体験型スポーツを推進します。 
 
 
 

(1) 自然とふれあえる場の提供 

 自然と親しむことのできる事業に参加・開催することにより、自然とふれあうこと

のできる機会を提供します。 
 
 
 

(2) サイクリング・ウォーキング・ジョギングコース等の整備 

 市民ニーズの高いウォーキング・ジョギング・サイクリング等ができるコースを新

たに設定し、各種事業での活用や、市民への周知を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

大栄Ｂ＆Ｇ海洋センター


